
Ａ〔介護保険〕要介護区分によって負担額がちがいます

基本単位

※入所日から３０日以内は３０円/日（６０円/日）の初期加算（自己負担分）がかかります。

B〔食費、居宅費〕利用者負担段階（収入等）によって負担額がちがいます

◇利用料は、介護保険の１割（２割）負担（Ａ）と食費・居住費（Ｂ）、日常生活費等です。
◇Ｂの項目は、預貯金、世帯の収入などによって利用者負担段階が設定されます。利用者負担段階については市役所にお問い合わせください。
※別途、理美容代・医療費等は実費負担となります。（おむつ代の負担はありません。）　 ※お問い合わせ（生活相談員　０２８７－４８－６６７７）
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